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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年８月４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

 委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２２年１２月２５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市蛸島
たこじま

漁港東方沖 

珠洲市所在の蛸島港第１防波堤灯台から真方位０８５°２,５５０

ｍ付近 

（概位 北緯３７°２６.４′ 東経１３７°１９.９′） 

事故調査の経過 平成２２年１２月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 ＮＯ１
だ い い ち

長 久
ちょうきゅう

丸、０.４トン 

ＩＫ３－１６０１１（漁船登録番号）、個人所有 

６.３０ｍ（Lr）×２.１６ｍ×０.１６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、３０kＷ（漁船法馬力数）、昭和６２年２月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船操縦士・特定 

免許登録日 平成１１年３月１５日 

免許証交付日 平成１８年４月１９日 

（平成２３年４月１８日まで有効） 

甲板員 男性 ３３歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２０年３月６日 

免許証交付日 平成２０年３月６日 

（平成２５年３月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機が濡れ損 

 事故の経過 

 

本船は、平成２２年１２月２５日０５時３０分ごろ、定置網の網起こし

を終え、僚船（以下「僚船Ａ」という。）にえい
．．

航されて無人で蛸島漁港に

向かった。 

本船は、共に帰航中であった別の僚船（以下「僚船Ｂ」という。）が蛸島

漁港東方の海岸に乗り揚げたことを知ったことから、僚船Ｂにえい
．．

航用ロ

ープを渡すため、僚船Ａに乗船していた乗組員のうち２人が船長及び甲板

員として本船に乗り組み、０６時１５分ごろ、僚船Ｂが乗り揚げている海

岸に向かった。 

船長は、海岸から少し離れた沖では波が大きくなかったので、僚船Ｂが
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乗り揚げた場所付近の磯波も大きくはないだろうと予想していたが、海岸

に近づくにつれて波高が大きくなっていることを知った。 

本船は、波にもまれながら約１～２ノットの速力で僚船Ｂに接近中、０６

時３０分ごろ、蛸島港第１防波堤灯台から真方位０８５°２,５５０ｍ付近に

おいて、磯波を受けて転覆した。 

海に投げ出された船長及び甲板員は、自力で海岸に上がった。 

本船は、天候の回復を待って２７日に陸に引き上げられた。 

 気象・海象 気象：天気 雪、風向 西、風力 ６、視界 不良 

能登北部には、波浪警報及び風雪注意報が発表されていた。 

海象：波高 ５.２ｍ 

当日の日出時刻は、０７時０３分であった。 

 その他の事項 船長及び甲板員は、共に救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、蛸島漁港東方の海岸に乗り揚げた僚

船Ｂにえい
．．

航用ロープを渡そうとして僚船Ｂに接

近中、磯波を受けたことから、転覆したものと考

えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、蛸島漁港東方の海岸に乗り揚げた僚船Ｂに接

近中、磯波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられ

る。 

 




